
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福島県から避難され、避難者向け民間借り上げ住宅にお住まいの皆様へ 

民間借り上げ住宅の供与期間について 

＜下記の市町村・区域から避難されている方については、入居期間が平成 30年 3月

末まで延長されます。＞ 

＜延長の理由＞ 

避難指示解除の見通しや、復興公営住宅の整備、自宅の建築・修繕等住居の確保の状況を

踏まえ、更に 1年延長が必要と判断したためです。 

 

 

 

 

 

 

◎避難指示区域とは、平成 28年 7月 15日時点の帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示

解除準備区域を指します。 

※上記 10市町村・区域以外は平成 29年 3月末で供与終了 

＜特定延長について＞ 

応急仮設住宅避難指示区域以外(Ｈ27.6.15時点)からの避難者については、原則、平成 29

年 3月で終了しますが、以下の 5市町・区域について、地震・津波による被害を受け、工期等

の関係で平成 29年 3月までに住居が確保できないなど、特別の事情があると福島県が決定し

た方に限り平成 30年 3月末まで延長(特定延長)するものとします。 

※特定延長に該当するか否かは、避難元の市町へお問合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災に係る応急仮設住宅の入居期間については、これまで福島県からの応援要請

に基づき平成 29年 3月末まで延長しておりますが、このほど、福島県から山形県を含む

各都道府県に対して、下記のとおり要請がありました。 

 

＜対象市町村・区域（5市町）＞ 

いわき市、相馬市、南相馬市(避難指示区域及び旧避難指示区域(平成 28年

7月 12日解除)を除く)、広野町、新地町 

 

＜対象市町村・区域(10市町村)＞ 

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、葛尾村及び飯舘村の全域 

南相馬市の避難指示区域及び旧避難指示区域(Ｈ28.7.12に避難指示が解除された区域) 

川俣町の避難指示区域 

川内村大字下川内字貝ノ坂及び字荻のすべての区域(Ｈ28.6.14に避難指示が解除された区域) 

 



 

 

 

やまがた暮らし相談会 

もうしばらく山形で生活しようかな？と考えている方のための個別相談と、移住された

方との懇談ができる相談会です。 
 

◆日時：平成 28年 9月 4日(日) 11：00～15：00 

◆場所：出羽庄内国際村 1階国際村ホール他 （鶴岡市伊勢原町 8-32） 

※出入り自由の相談会です。 

 ご都合のよい時間にご参加ください。 

 託児もあります。（要予約） 
 

＜内容＞ 

◆個人相談ブース（11：00～15：00） 

①山形県について 

住宅支援制度など山形県の移住支援策のご相談や起業・就農等の相談窓口のご紹介 

②市町村について（※参加市町：鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町） 

移住支援策や住宅の補助、子育て支援などのご相談 

③住まいについて 

不動産の購入や賃貸物件などの情報提供やご相談 

④就職について 

 求人情報の提供や就職に関するご相談 

⑤普段の生活について 

生活資金、介護や地域に関するご相談 

◆山形に移住した方とのフリートーク（13：00～15：00） 
 

＜主催＞やまがた暮らし相談会実行委員会 

＜問合せ先＞ 

山形県環境エネルギー部危機管理・くらし安心局危機管理課復興・避難者支援室 

TEL:023-630-3100 FAX:023-625-1625 E-mail：lifeline1@pref.yamagata.jp 

 

☆第 9回クラフト・フェスタ鳥海☆ ～全国の手作り(ｸﾗﾌﾄ)作家の作品が集結～ 

 


